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中小企業庁「M&A支援機関登録制度」への登録につきまして 

 

当社は、このたび中小企業庁が創設した「M&A 支援機関登録制度」に申請し、M&A 支援機関と

して登録されましたことをお知らせいたします。本制度は中小企業が安心して M＆A に取り組める

基盤を構築することを目的としたものであり、所定の要件を満たした事業者が登録されます。 

  

当社ではこれまでも企業の事業承継や成長支援を目的としてＭ＆Ａ支援業務に積極的に取り

組んでまいりました。今後も事業承継・M＆A をご検討のお客様に寄り添い、中小企業庁策定の「中

小Ｍ＆Ａガイドライン」を遵守し、お客様が抱える経営課題の解決に向けて適切なサポートをして

まいります。 

 

■Ｍ＆Ａ支援機関登録制度について 

本制度は、中小企業に対してＭ＆Ａ仲介業務又はファイナンシャルアドバイザー業務を行う支援

機関を対象とする登録制度です。ガイドラインの遵守をはじめとした一定の要件を充足する支援機

関が、中小企業庁による審査を経て登録されます。 

中小企業庁は、中小企業におけるＭ＆Ａ支援機関に対する信頼感の醸成を課題の一つと捉え、中

小Ｍ＆Ａの推進を図るために、本登録制度を設立しました。 

中小企業庁が実施する事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、補助対象は本制度登

録の M&A 支援機関の提供する支援に係るもののみとなります。 

  

当社は、グループビジョン「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサー

ビス・カンパニー」のもと、お客様と共に社会価値の向上に資する事業を推進することを使命と考

えております。中小企業においては、経営者の高齢化等に伴い事業承継が課題となる企業が増加し

ています。こうした社会課題解決を支援することが地域社会・経済の活性化につながるものと捉え、

引き続き取り組みを推進してまいります。 

 

本登録制度の詳細につきましては、下記の中小企業庁 WEB サイトをご確認ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211007m_and_a.html 

以 上 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2021/211007m_and_a.html

